
交通死亡事故多発緊急事態宣言

県内の交通死亡事故は,8月 下旬から9月 にかけて連続的に発生し,10月 5日現在の

死者数は 55人 となりました。

9月 中だけで 11人が犠牲となり,悲惨な交通死亡事故に歯止めがかからない状況にあ

ります。

特に,二輪車を含む単独事故が連続発生しているのに加え,高齢者の死者数が全体の4

割を占めるなど,極めて憂慮される事態となっております。

交通事故の防止は,県民一人一人が全力を挙げて恒常的に取り組まなければならない重

要な課題です。

県は,尊い県民の生命を交通事故の被害から守り,交通の安全を確保するため 10月 6

日 (木)か ら11月 5日 (土)までの 1か月間を「交通死亡事故多発緊急事態」として宣

言します。

今回の緊急事態宣言に際し,メ インスローガンとして「大切な人を失いたくない。死亡

事故ゼロヘ !」 を掲げました。

大切な人の生命を一瞬にして奪う交通死亡事故は,一人一人の思いやりと行動で防ぐこ

とができます。

ともに交通死亡事故ゼロを目指しましょう。
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〇 嵩齢者ガ死者の約4割を占める

○ 歩行中死者が約 3制を占める !

〇 単独事故が増加 !

○ 二輪車の死亡事故が連続発生 l
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